
 

 

 

新型コロナウイルス感染症【登校の判断】 
 

 

１ お子さんが次の状況になった場合 

想定される状況 登校園 

①  感染した場合 

発症したあと、５日を経過し、かつ、症状が軽快した後

１日を経過するまで、出席停止となる。（軽快とは、解熱剤

を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にある状態） 

※ただし、出席停止後も発症から１０日を経過するまでは、ウイルス排出

の可能性があるので、マスクの着用が推奨される。 

②  発熱やのどの痛み、咳等

の普段と異なる症状があ

る場合 

無理せず、自宅で休養をとる。（感染が確認された場

合、さかのぼって出席停止） 

 

 

 

２ お子さんの同居家族が次の状況になった場合 

想定される状況 登校園 

①  感染した場合 お子さんが感染していない場合は、登校できる。 

②  発熱やのどの痛み、咳等

の普段と異なる症状があ

る場合 

登校して差し支えない 

 

 

 

家庭掲示用【050508】 

判断に困ったり、迷ったりする場合は、学校に相談してください。     

【問い合わせ】学校：２３３―１８２５ 教頭 


